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放射線管理施設に係る補足説明資料 

【公開版】 

本資料は，【濃縮個別 20 R3】の改訂版（R4）である。改訂内容は以下のとおり。 

〇 屋内管理用の主要な設備については，今回の申請にて変更を行わないことから記載を削除する。 

〇 申請対象設備の技術基準規則への適合要否を示す表については，「濃縮個別 05 設工認対象機器

の技術基準適合に係る整理表について」に統合する。 

※【濃縮個別 20 R3】から変更した部分を青字にて示す。
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1. 概要 

本資料は，第 4回申請に係る申請の【放射線管理施設に関する説明書】（以下「説明書」

という。）において説明した事項に関して，申請内容の妥当性，記載内容の根拠等につい

て説明するものである。 

 

2. 申請対象と技術基準規則の関係 

第 4 回申請において説明している内容は「技術基準規則 第 19 条 放射線管理施設」に

基づく説明である。また，説明書においては，技術基準規則第 19 条の要求にはないが，

事業許可基準規則 第 19 条の放射線監視に係る設計変更（モニタリングポストの伝送多

様化及び電源確保）について説明することとする。 

なお，新型遠心機への更新等に係る申請においては，当該技術基準規則に該当する設備

はないため説明の対象外としている。 

 

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係る補足説明事項 

説明書での申請内容に関する補足説明を添付１に示す。 

 

4. 既認可から変更がない設計について 

「技術基準規則 第 19 条 放射線管理施設」の要求事項及び設計に変更がないとしたも

のについて，既認可の申請内容を添付２に示す。 
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変更内容に係る補足説明事項について 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第19

条に基づき，放射線管理施設ついて説明するものである。 

本資料では，「核燃料物質の加工の事業に関する規則（以下「事業許可基準規則」とい

う。）」からの要求事項であるモニタリングポストの伝送多様化について説明する。 

第1種管理区域の作業環境監視に係る追加安全対策として新設するHFセンサについて

は，次回に申請を行う。 

上記以外の放射線監視・測定設備については，本項における要求事項及び設計に変更が

ないため，今回の申請において変更は行わない。（注1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

本施設には，従事者及び従事者以外の者であって管理区域に一時的に立ち入る者（以下

「一時立入者」という。）の放射線防護のための線量当量等及びHF濃度の測定，通常時及

び設計基準事故時等の線量当量等及びHF濃度を測定する放射線管理施設を設ける。 

 

（注2） 

 

 

 

 

 

 

 

3. 周辺監視区域境界付近における空間線量率等の監視及び測定 

本施設の周辺監視区域境界付近には，外部放射線に係る線量当量，空間線量率及び空気

中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため，放射線監視・測定設備としてモニタリン

グポスト，積算線量計及びダストサンプラを設ける設計とする。 

周辺監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，試料分析関係設備を備

える設計とする。 

モニタリングポストの測定値は，中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）に

おいて表示するとともに，モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部

対策本部室）への伝送系は多様性（有線・無線）を有する設計とする。 

また，モニタリングポストは，外部電源喪失時に対する考慮として専用の非常用発電機

（無停電電源装置を含む。）により電源復旧までの期間を担保できる設計とする。（注3） 

（注1）概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第

19条に基づき，放射線管理施設について説明するものである。また，「核燃料物質の加

工の事業に関する規則（以下「事業許可基準規則」という。）」第18条の従事者防護及

び第19条の放射線監視に係る設計について説明するものである。 

今回の申請において技術基準への適合を示す範囲は，技術基準規則第19条 第1項 

第三号の管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量，空

気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の

密度計測に係るもの及び第一号，第二号の放射性物質の濃度を計測するための試料を

分析する装置（放射能測定装置）に関する範囲であり，技術基準規則の要求事項及び

設計に変更がないため，今回の申請において変更は行わない。 

なお，技術基準規則第19条 第1項 第一号への適合に係る排気用モニタについて

は，第5回申請にて申請を行う。 

 

本資料では，事業許可基準規則に係る設計のうち，モニタリングポストの設計変更

（伝送多様化，電源確保）について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

（注2）3. 屋外管理用の主要な設備 

通常時に施設から放出される放射性物質の監視及び測定については，「発電用軽

水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」（昭和 53 年 9 月 29

日 原子力委員会決定）を参考とした設計とする。また，設計基準事故時に監視及

び測定するための設備は，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測

に関する安全指針」（昭和56年7月23日 原子力安全委員会決定）を参考とした

設計とする。 

 

（注3）3.1 放射線監視・測定設備 

本施設には，事業許可基準規則第 19 条に基づく放射線監視として，モニタリン

グポスト，積算線量計及びダストサンプラを設ける設計とし，周辺監視区域境界付

近における外部放射線に係る線量当量，空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度

を監視及び測定する。 

モニタリングポストの測定値は，中央制御室において表示し，監視及び記録する

とともに，あらかじめ設定した値を超えたときは中央制御室において警報を発する

設計とする。 

モニタリングポストの測定値は、緊急時対策所（事業部対策本部室）においても

表示する設計とし，モニタリングポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部

対策本部室）への伝送系は多様性（有線・無線）を有する設計とする。 

 

・技術基準規則への適合以外に説明する内容を

明確にするため左記文章に修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋内管理用の主要な設備については，要求事項

及び設計に変更がないため，今回の申請にお

いて変更は行わない。 

 

 

 

 

 

 

・事業許可基準規則に基づく設計の説明である

ことを明確にする。 

・モニタリングポスト，積算線量計，ダストサン

プラを設けることに変更はないが，モニタリ

ングポストに対する要求事項の追加（伝送多

様化，電源確保）に対する設計を説明する。 

・左記以外の放射線監視・測定設備のうち，排気

用モニタについては第5回にて申請する。 

・左記以外の放射線監視・測定設備（排気用HF

モニタ（屋内管理用設備と同じ。），積算線量

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

4. HFセンサによるUF6漏えいの検知 次回申請 

第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するため，HFセンサを備える設計とする。HFセ

ンサによるUF6の漏えい検知は，中央制御室に加え，モニタエリア及び2号発回均質室入

口付近においても監視可能とする。（注4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，モニタリングポストは，外部電源喪失時に対する考慮として専用の非常用

発電機（無停電電源装置を含む。）により電源復旧までの期間を担保できる設計と

する。 

 

モニタリングポストの設置に係る設計を別紙1に示す。 

 

 

 

（注4）HFセンサは，今回申請する機器に接続する機器ではないため，今回の申請における

記載から削除する。 

計，ダストサンプラ），放出管理分析設備（放

射能測定装置（屋内管理用設備と同じ。）），試

料分析関係設備（放射能測定装置（屋内管理用

設備と同じ。）），その他設備（気象観測機器，

放射能測定車）については，要求事項及び設計

に変更がないため，今回の申請において変更

は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※青枠で示した箇所は，設工認申請書の記載の充実化，適正化を図る箇所を示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

図1 放射線監視・測定設備（モニタリングポスト） 系統概略図  
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*1：衛星アンテナを用いた無線による伝送については，各モニタリング
　　ポストの測定値を緊急時対策所及び中央制御室のそれぞれに伝送す
　　る。
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伝送装置

ダスト局
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別紙１ 
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モニタリングポストの設計について 

 

1. 概要 

本資料は、放射線監視・測定設備として新たに登録するモニタリングポストの設置に係

る設計内容である「計測範囲」、「警報動作範囲」、「配置」、「電源確保」、「データ伝送系の

多様性」、「測定値の表示場所」について説明するものである。 

 

2. 計測範囲及び警報動作範囲 

モニタリングポストの計測範囲及び警報動作範囲は以下のとおりとする。 

 

※ 第 4 回 設工認申請書より抜粋 

 

2.1 計測範囲の設定に関する考え方 

計測下限値は、通常運転時のバックグランドを包絡するように設定する。 

計測上限値は、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指

針（昭和 56 年 7 月 23 日 原子力安全委員会決定）（敷地周辺エリア放射線量率の測定上

限値：10-1 Gy/h）」を参考として設定する。 

 

2.2 警報動作範囲の設定に関する考え方 

事業許可基準規則及び技術基準規則において警報機能を設けることの要求はないが、

通常時を超える異常な値を検知した場合に警報を発する設計とする。 
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3. 配置 

モニタリングポストの配置については、本施設周辺の人の居住状況等を考慮したもの

とする。 

本施設付近の集落等の位置を図 1 に、モニタリングポストの配置を図 2 に示す。 

 

※ 事業変更許可申請書より抜粋 

図 1 本施設付近の集落、学校、認定こども園及び医療機関の位置図 
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3 

 

※ 第 4 回 設工認申請書より抜粋 

図 2 モニタリングポストの配置図 

 

4. 電源確保 

モニタリングポストは、専用の非常用電源設備により外部電源喪失時においても電源

が復旧するまでの間、電源を供給できる設計とする。また、専用の無停電電源装置を有し、

電源の供給元の切り替え時に発生する短時間の停電時においても電源供給できる設計と

する。 

 

名称 容量 燃料 タンク 
燃料 

消費量 

停電 

補償時間 

非常用電源設備 

MP1：5 kVA 

MP2：5 kVA 

MP3：5 kVA 

軽油 50 L 1.64 L/h － 

無停電電源装置 

MP1：2 kVA 

MP2：1 kVA 

MP3：1 kVA 

－ － － 約 10 分 

※ 外部電源復旧までの間においてタンク残量が不足する場合には給油を行う。 
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5. データ伝送系の多様性及び測定値の表示場所 

モニタリングポストの測定値は、中央制御室に表示及び記録する。 

また、モニタリングポストの測定値は、設計基準事故時における迅速な対応のため、中

央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）において表示するとともに、モニタリン

グポストから中央制御室及び緊急時対策所（事業部対策本部室）への伝送系は多様性（有

線・無線）を有する設計とする。 

モニタリングポストのデータ伝送系及び測定値の表示場所を図 3に示す。 

※ 第 4 回 設工認申請書より抜粋 

図 3 モニタリングポストのデータ伝送系及び測定値の表示場所 
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添付２ 

 

既認可の申請内容 
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